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安曇野市立認定こども園・幼稚園給食調理等業務委託事業 

プロポーザル実施要領 

１ 目的   

この要領は「安曇野市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン」に基づき、

「安曇野市立認定こども園・幼稚園給食調理等業務委託」を実施するに当たり、衛生

管理の徹底や食物アレルギーへの的確な対応等、園児に安全で衛生的な給食を安定的

に提供できる技術と知識、実績を兼ね備えた事業者を募集し、受託候補者を選定する

公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）の実施について必要事項を定

めるものとする。 

 

２ 業務概要 

 （１）業務名称  安曇野市立認定こども園・幼稚園給食調理等業務委託 

（２）委託期間  令和７年４月１日から令和 12年３月 31日まで 

（３）対象施設 

グループ 名     称 定 員 所    在    地 

A 

西穂高認定こども園 250 安曇野市穂高柏原 5217 番地 

北穂高認定こども園 90 安曇野市穂高北穂高 494 番地 1 

穂高認定こども園 180 安曇野市穂高穂高 9175 番地 

B 

有明あおぞら認定こども園 160 安曇野市穂高有明 9511 番地 

有明の森認定こども園 160 安曇野市穂高有明 2105 番地 274 

堀金認定こども園 280 安曇野市堀金烏川 2280 番地 

穂高幼稚園 140 安曇野市穂高 6802 番地 

C 

三郷北部認定こども園 150 安曇野市三郷明盛 3365 番地 1 

三郷南部認定こども園 150 安曇野市三郷温 60 番地 1 

三郷東部認定こども園 170 安曇野市三郷明盛 1068 番地 1 

三郷西部認定こども園 70 安曇野市三郷小倉 3484 番地 1 

D 

豊科認定こども園 150 安曇野市豊科 4553 番地 15 

豊科南部認定こども園 130 安曇野市豊科 369 番地１ 

たつみ認定こども園 105 安曇野市豊科高家 151 番地１ 

アルプス認定こども園 100 安曇野市豊科高家 3259 番地 

E 

南穂高認定こども園 160 安曇野市豊科南穂高 2856 番地 

上川手認定こども園 80 安曇野市豊科田沢 4917 番地１ 

明科北認定こども園 90 安曇野市明科東川手 872 番地１ 

明科南認定こども園 130 安曇野市明科中川手 2924 番地 2 

        ※契約の区分については対象施設のグループ別に契約となる。 
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（４）施設概要  別紙「給食調理等業務委託施設の概要」を参照。 

（５）調理食数  別紙「給食調理食数」を参照。（令和６年４月１日現在の園児数） 

（６）委託業務内容 

別紙「仕様書」（認定こども園・幼稚園）/「仕様内容書」（認定こども園・幼

稚園）/「給食調理業務マニュアル」（認定こども園・幼稚園）/「給食緊急マニ

ュアル」/「給食食物アレルギー児対応マニュアル」/「アレルギー食等実施基

準」を参照。 

 （７）業務引継ぎ期間 

委託契約締結後から委託業務開始までの間を引継ぎ期間（令和７年３月１日か

ら３月末日までを予定）とし、当該受託準備に係る費用は受託者負担とする。 

 （８）見積金額の上限（単年度） 

     

 

 

 

 

 

 

 

３ 実施形式  公募型プロポーザル方式 

 

４ スケジュールについて 

 

グループ 金額（税込） 

Aグループ 46,275千円 

Bグループ 62,360千円 

Cグループ 47,562千円 

Dグループ 45,702千円 

Eグループ 45,034千円 

項  目 日     程 備  考 

募集要領の配布 

HP公開 

令和６年９月 27日（金）  

参加申込・提案書等

の受付開始 

令和６年 10月８日（火）  

現地視察申込 令和６年 10月 10日（木）午後４時まで  

現地視察 令和６年 10月 28日（月）から 29日（火）まで  

質問書の提出期限 令和６年 10月 29日（火）午後３時まで 様式第１号 

FAX又はメール 

質問に対する回答 令和６年 10月 31日（木）午後２時以降 FAXにて 

参加申込・提案書等

の提出期限 

令和６年 11月８日（金）午後３時まで  

プレゼンテーショ

ンの実施 

令和６年 11月 22日（金） 予定 

審査結果通知 令和６年 12月上旬 予定 

契約締結 令和７年２月中旬 予定 
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５ 業務委託候補者の選定手順 

 別に組織する安曇野市プロポーザル審査会が実施する、グループ別のプレゼンテー

ションにより選定する。 

 

６ 参加資格要件 

  プロポーザルに参加できるものは次に掲げる資格要件を全て満たすものとする。 

（１）プロポーザル実施公表の日から委託契約締結の日までの間、安曇野市の入札

参加資格停止の措置を受けていないこと。 

（２）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しないこと（地方公共団体の一

般競争入札の参加資格に抵触するもの）。 

（３）対象業務における入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（４）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定による更生手続開始の

申立て、民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定による再生手

続開始の申立て又は破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始

の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生

計画の許可が決定した者又は民事再生法に基づく再生計画の許可が確定した

者については当該申立てがなされていない者とみなす。 

（５）役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第 77号）第２条第２号に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき

関係を有している者でないこと。 

 

７ 参加申請書類の提出 

（１）提出書類 

   ①参加申請書（様式第２号） 

②業務実績等報告書（様式第３号） 

   ③提案書（様式第４号～第８号） 

    ④見積書（様式第９号） 

     ・仕様書に基づき作成すること。 

・詳細な積算内訳書（項目：社員職種ごとの人件費明細・保健衛生費・現 

場経費・管理費等）を添付すること。 

⑤法人の決算書（直近のもの） 

    ⑥法人の登記簿謄本 

    ⑦法人の定款 

（２）提出部数  正本１部、副本９部 

 （３）提出場所  事務局 安曇野市教育部こども園幼稚園課保育幼稚園担当 

〒399-8281 安曇野市豊科 6000番地 

電 話：0263-71-2256 ＦＡＸ：0263-72-2065 

               メール： hoiku@city.azumino.nagano.jp 
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 （４）提出方法  持参又は郵送とする。 

          ただし、郵送の場合は提出期限までにこども園幼稚園課に到達し

たものに限る。 

（５）提出期限  令和６年 11月８日（金）午後３時まで 

（６）提出に関する注意事項等 

① このプロポーザルの提出書類は、安曇野市が指定した様式を使用すること。 

② 各様式は、Ａ４版の用紙とし、文字は横書きとする。 

③ 指定したもの以外の書類は提出（添付）しないこと。 

④ 提出書類の左側を２箇所ホチキスで留めて提出すること。 

⑤ 提出された候補者以外の書類は、返却する。 

（７）参加資格要件の審査 

参加資格については、参加申請書類に基づき審査する。 

（８）非該当理由に関する事項 

① 参加申請書類を提出した者のうち、参加資格を満たさない者に対しては、

該当とならなかった旨及びその理由を提出期限の後３日以内（土・日を除

く。）に、電子メールにより通知する。 

② 審査結果に関する問合せ、異議申立ては一切受付けない。 

（９）その他の留意事項 

① 参加資格要件を満たしている者への通知は行わない。 

② 参加申請書類提出後に辞退する場合は、辞退の理由を記した辞退届（様式

第 10号）を提出すること。なお、提出期限は、上記７（５）に同じ。 

 

８ 提案方法・提案を求める具体的内容の項目 

（１） 業務実績等 

① 保育所や学校等における給食調理業務実務実績 

② 大量調理施設における給食調理業務実績 

③ 長期にわたって給食調理業務委託契約をしている実績 

（２） 保育所等給食に対する基本的な考え方及び食育推進 

① 乳幼児期の食の重要性や保育所給食が保育の一環であることを踏まえた、保

育所給食に対する基本的な考え 

② 安全・安心な給食の提供や保育所本来の事業の円滑な運営を阻害しない方策

として、事業者が協力できる提案 

③ 食育を推進する上で、事業者が関与することが可能な提案 

（３） 調理業務の実施体制 

① 現場責任者の配置と資格 

② 調理従事者の定着方策 

③ 業務実施体制 

④ 有能な人材の確保 

⑤ 業務遂行に支障をきたした場合の措置 
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⑥ 特筆すべき提案事項 

（４） 保育所給食調理等業務の円滑な運営 

① 調理室での事故防止対策 

② 事故発生時の対応と再発防止対策 

③ 特筆すべき提案事項 

（５） 衛生管理業務 

① 衛生管理に対する考え方 

② 衛生管理体制 

③ 衛生検査 

④ 特筆すべき提案事項 

（６） 調理従事者に対する教育及び研修 

① 有能な人材育成の取り組み 

② 特別食（離乳食・アレルギー除去食）への対応研修内容及び年間計画 

③ 年間研修内容及び実施機関 

 （７）事業者の経営理念及び経営状態 

 （８）その他独自の提案 

    これまでの給食調理業務内容を踏まえた事業の改良と改善の提案 

 

９ 質問の受付及び回答 

参加申請書等に関して質問がある場合は、次のとおり質問を受け付ける。審査委員

への直接の質問は禁じる。 

（１）質問様式  質問書（様式第１号） 

（２）提出期限  令和６年 10月 29日（火） 午後３時まで 

（３）提出方法  ＦＡＸ又は電子メール（いずれも送付の旨を電話連絡すること。） 

（４）提出先   上記７（３）に同じ。 

（５）回答方法  受け付けた質問については令和６年 10 月 31 日（木）午後２時

以降にＦＡＸで回答する。 

（６）その他      質問については、当該業務に係る条件や応募手続きに限るものと

し、他事業者からの申込状況内容等には回答しない。 

 

10 現地視察 

 （１）実施期間等 

   期 間  令和６年 10月 28日（月）から 29日（火）まで 

   時 間  午前 11 時 15 分から午後３時までの間で、調理・保育業務に支障の

ない範囲とする。 

 （２）留意事項 

   ① 現地視察希望者は、令和６年 10 月 10 日（木）午後４時までに商号、参加

者名及び参加人数をこども園幼稚園課保育幼稚園担当へ電話により連絡す

ること。 
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こども園幼稚園課保育幼稚園担当  上條 千薫 

電 話：0263-71-2256 

   ② 調理室に入室する方は、最近１ヶ月以内の検便検査結果（検査項目：赤痢、 

     サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌 O－157、O－26、ノロウイルス）、清潔な

衣服（白衣・帽子・マスク等）を用意すること。なお、調理室の入室は、２

名以内とする。 

   ③ 視察日は上記 10（１）のいずれかとし、別途連絡する。 

 

11 プレゼンテーションについて 

（１） プレゼンテーション 

① 事業内容等が同等のため、Aグループから Eグループまでのプレゼンテーシ

ョンを１度に行う。ただし、グループ別に追加提案がある場合は、事業者ご

とのプレゼンテーションの最後に追加できることとする。 

② プレゼンテーションの順番は、申請書の提出順とする。 

③ プレゼンテーションは、事業者ごとに実施する。 

④ 留意事項 

・プレゼンテーションの出席者は各社２名以内とすること。 

・プレゼンテーションにおける説明は 30 分程度（プレゼンテーション 15

分、質疑応答 15分程度）とすること。 

・プレゼンテーション時に提案者を特定又は推測することができる表現をし

ないこと。 

（２） 日程 

令和６年 11月 22日（金）予定 

場所、時間等、詳細については別途通知する。 

 

12 配布書類 

給食調理等業務委託施設の概要 給食調理食数 

仕様書（認定こども園・幼稚園） 仕様内容書（認定こども園・幼稚園） 

給食調理業務マニュアル（認定こども園・幼稚園） 給食緊急マニュアル 

給食食物アレルギー児対応マニュアル アレルギー食等実施基準 

  プロポーザル様式第１号～10号 


